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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年6月20日(2013.6.20)

【公開番号】特開2012-28476(P2012-28476A)
【公開日】平成24年2月9日(2012.2.9)
【年通号数】公開・登録公報2012-006
【出願番号】特願2010-164409(P2010-164409)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/32     (2010.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/04     (2010.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/343    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  33/00    １８６　
   Ｈ０１Ｌ  33/00    １１０　
   Ｈ０１Ｓ   5/343   ６１０　

【手続補正書】
【提出日】平成25年5月7日(2013.5.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｎ側コンタクト層と、活性層と、ｐ側コンタクト層と、を順に備える半導体発光素子で
あって、
　前記ｎ側コンタクト層と前記活性層との間には、前記ｎ側コンタクト層側から順に、Ｇ
ａＮ又はＩｎＧａＮからなる第１障壁層及びＩｎＧａＮからなる第１井戸層を含む第１超
格子構造体と、ＧａＮ又はＩｎＧａＮからなる第２障壁層及びＩｎＧａＮからなる第２井
戸層を含む第２超格子構造体と、が設けられ、
　前記第２超格子構造体の平均Ｉｎ混晶比は、前記第１超格子構造体の平均Ｉｎ混晶比よ
りも小さいことを特徴とする半導体発光素子。
【請求項２】
　前記ｎ側コンタクト層と前記活性層との間には、前記ｎ側コンタクト層側から順に、Ｇ
ａＮからなる第１障壁層及びＩｎＧａＮからなる第１井戸層を含む第１超格子構造体と、
ＧａＮからなる第２障壁層及びＩｎＧａＮからなる第２井戸層を含む第２超格子構造体と
、が設けられ、
　前記第１井戸層の膜厚と前記第２井戸層の膜厚とは実質的に同じであると共に、前記第
１障壁層の膜厚と前記第２障壁層の膜厚とは実質的に同じであり、
　前記第２井戸層のＩｎ混晶比は、前記第１井戸層のＩｎ混晶比よりも小さいことを特徴
とする請求項１に記載の半導体発光素子。
【請求項３】
　前記第１超格子構造体の膜厚は、前記第２超格子構造体の膜厚よりも厚いことを特徴と
する請求項１又は２に記載の半導体発光素子。
【請求項４】
　前記第１井戸層の膜厚は、前記第１障壁層の膜厚よりも厚いことを特徴とする請求項１
から３のいずれかに記載の半導体発光装置。
【請求項５】
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　前記第２障壁層の膜厚は、前記第２井戸層の膜厚よりも厚いことを特徴とする請求項１
から４のいずれかに記載の半導体発光装置。
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